
輸入コンテナが搬出できない場合

→以下全ての項目で「はい」と答えられる状況であれば搬出可能となります

※1 デマレージ問い合わせ先

※2 マニュアル許可の場合は許可書を管理棟1Fのカウンターまでお持ち下さい

※3 X線搬出の場合はゲート受付前に管理棟1Fのカウンターへ検査票を持ち寄り下さい

※4 搬出時はRST記載の引渡番号が必要です

※5 WAN HAI様はRSS送信時にD/O IDも必須となります

※6 Y2ターミナル保税コード:1AD14、通知先コード:1GMWH

1GMWH宛てに

RSSを送信下さい(※4,5)

通関済みあるいはOLT取得済み

でない限り搬出出来ません

(※2,3)

動物検疫や植物検疫など輸入時

に関連する法令はお客様の方で

事前の確認をお願い致します

一括(個別)搬入後に確認下さい

D/Oについては船社様に

確認下さい

各代理店へデマレージ費用をお

支払い下さい(※1)

一括(個別)搬入後か

はい いいえ

D/Oが問題ないか

はい

搬出日はFT内か

いいえ

いいえ

はい

貨物は通関済み

OR

OLT取得済か

いいえ

はい

RSS送信済みか

いいえ

はい

その他法令で輸入が

認められているか

いいえ

はい


